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健康食品をめぐる出来事と
報道を振り返る

この発表における「健康食品」

健康への効果やダイエット効果をうたって販売されている食品。
特定保健用食品（トクホ）、栄養機能食品、機能性表示食品を含
む。

報道は朝日新聞の紙面ベース



2015年 機能性表示食品制度導入

• 制度検討の段階から報道
• この10年で最も大きく取り扱

われた話題
• この年の「食生活ジャーナリ

ストの会」が選ぶ10大ニュー
スの１位

【ポイント】
安倍政権の経済成長戦略
国の審査がなく、有効性も安全性
も企業の責任
生鮮食品も認める
根拠を公開→消費者に理解可能？



制度検討中からも問題点の報道

←制度のモデルに
なった米国のルポ



開始直後から問題指摘の商品が

• エノキダケ抽出物配合のサプリメント
• 「体脂肪（内臓脂肪）を減少させる働き」と表

示
• 同一の成分を配合した飲料をトクホに申請 審

査過程で「安全性が確認できない」の指摘が食
品安全委員会から

• 消費者団体が問題を指摘
• 消費者庁は安全性に問題ないとして販売を容認



「機能性の科学的根拠不十分」の指摘



生鮮食品も登場

2015年９月に始めて生鮮品の届け出を受理

三ケ日みかん（βークリプトキサンチン：骨
の健康に役立つ）
大豆イソフラボン小大豆もやし（大豆イソフ
ラボン：骨の健康に役立つ）

※現在までに218件が届け出（うち販売中商品
は116点）



情報公表されても、消費者には難しい

届け出情報は公開、消費者が判断

公開された情報は専門用語ばかり



1991年開始のトクホも色々あった
トクホの食用油
に、発がん性が
疑われる成分含
有の指摘、企業
が出荷停止

「国が認可」と
「効果」ばかり
に注目が集まる
状況に問題提起



トクホＣＭに批判が

2012年、トクホのウーロン茶のＣＭについて、消費者委員
会が消費者庁に通知

アニメの主人公が「脂肪にドーン」と指さす。テロップで
「トクホ 食べながら脂肪対策」
→「バランスの取れた食生活を考慮しなくてもよいと示唆
するような表現」と指摘

「ＣＭなどイメージの広告は誇大広告に問いづらい」消費
者庁見解



2016年 トクホ飲料の広告が誇大表示

許可表示「血圧が高めの方に適した
食品」

広告「臨床試験で実証済み 驚きの
血圧低下作用」

健康増進法違反（誇大表示）と判断



2016年 消費者委がトクホ広告に建議

認められた効果以上を類推
させる広告の禁止を求める



2015年、食安委がメッセージ発出

食品安全委員会が健康食品に関して19の
メッセージを公表

「多くの人での何年にも及ぶ長期間の科学
的研究が少なく、安全性や有効性が確立し
ているとはいえません」とし、
いまの自分に本当に必要か、再考を促す。

健康食品の健康影響リスクを平易な文章で
発信



ダイエット食品の問題広告 見本で啓発

消費者庁が2016年に作成
「プヨプヨお腹がたった一錠で」
「飲むだけでドンドン落ちる」

「痩せる」の言葉がなくても、広告全体
で痩せる効果を得られるかのような表示
をすれば、景表法などに違反の恐れ



2016年 トクホ成分不足で許可取り消し

トクホ６商品の有効成分が規定値に不足
自主検査で把握しながら１年半販売を継続
悪質として消費者庁が許可取り消し

トクホ全商品の調査で、取り下げが相次ぐ

事後チェックを求める指摘

年１回成分分析義務づけなど定期チェックの仕組みを整える制
度改正



2017年 機能性表示食品の広告が景表法
違反

合理的な根拠のない広告を行ったとして16社19商
品に消費者庁が措置命令（景表法・優良誤認）

関与成分：葛の花由来イソフラボン

ヘルスクレーム（届け出表示）から逸脱した広告



健康食品の健康被害報道

国民生活センターが2017年に発表

医師からの事故情報が2014年から
179件、うち９件が健康食品による
薬物性肝障害と診断。１件はトクホ
（粉末青汁）



豊胸サプリの健康被害

いわゆる健康食品の類

関与成分は「プエラリア・ミリフィカ」

国民生活センターが問題を掘り起こし。
2012年から2017年までに200件以上の消費者相
談／20代が最多

厚生労働省も調査、業者に行政指導



指定成分の健康被害情報収集制度

豊胸サプリの事件を機に、2020年
にスタート。

厚生労働省が成分を指定、消費者
の苦情があった場合、企業に報告
を義務づけ

製品にも「指定成分等含有食品」
の表示義務づけ

プエラリア・ミリフィカなど４つ
の成分を指定

被害情報はサイトで公開



「コロナ予防」のサプリに措置命令

健康食品への行政処分はしばしば出るが、あまり大きな扱いにはならない



「歩行能力改善」の機能性表示食品撤回
相次ぐ

「歩行能力の改善」をうたう機能性表示食品について、2018年
11月、厚労省が「医薬品との誤認の恐れ」を消費者庁に指摘
（薬機法）

消費者庁が見直し要請

約１年で13商品全品が撤回

医薬品との表示の重なりを事前チェックする仕組みはなし



認知機能への効果うたう機能性表示食品
の広告に改善指導

2022年、消費者庁が223商
品のネット広告を調査、
131商品に誇大表示の疑い

115業者に行政指導



機能性表示食品で「科学的根拠不十分」
→同一根拠の商品すべて撤回

2023年消費者庁が機能性表示食
品のサプリ販売業者に措置命令
（景表法違反・優良誤認）

機能性表示食品の科学的根拠が
不十分とされた初の事例

関与成分はDHA・EPA（500mg
以下）、モノグルコシルヘスペ
リジン、オリーブ油来ヒドロキ
シチロソール

同一の研究レビュー（SR)を根
拠としていた88商品が撤回／撤
回意向



機能性表示食品 市場は膨らむ

経済目線の記事



市場は定着、消費者の健康には？

生活報道の記事



2015年に「健康食品」解説の連載７回

①健康食品の区分（保健機能食品、いわゆる健康食
品）
②機能性表示食品
③広告・包装の読み解きポイント
④情報の信頼性の確かめ方（科学的根拠）
⑤健康被害とリスク
⑥表示違反、違法勧誘
⑦海外の健康食品事情（欧州、米国）



報道の類型

【行政処分】

広告に対して

品質に対して（成分含有量、科学的根拠など）

【制度変更】

新制度創設、規制強化

【健康被害】

いわゆる健康食品が主

【節目での振り返り】



トクホ、機能性表示食品の認知度

26%

61%

13%

トクホ

どのようなものか知っている

聞いたことはあるが、どんなものか知らない

聞いたことがなく、どんなものか知らない

2022年度消費者庁・食品表示に関する消費者意向調査



どちらも決して高くない

19%

63%

18%

機能性表示食品

どのようなものか知っている

聞いたことはあるが、どんなものか知らない

聞いたことがなく、どんなものか知らない
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